
 

 

14-(4)  ラ イ フ ラ イ ン 関 係 

（  ガ  ス  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ガ ス 施 設 の 状 況 

 
 

会  社  名 種 別 施  設  名 基 能  力 単 位 備 考 

静 

岡 

ガ 

ス 

株 

式 

会 

社 

 

 

 

幹線・送出

管理センター 

 

 

 

 

貯蔵設備

廃止のため

０基 

    

 
 
 

会  社  名 種 別 施  設  名 基 能  力 単 位 備 考 

清
水
エ
ル
エ
ヌ
ジ
ー 

株
式
会
社 

袖師基地 

〃 

〃 

発生設備 

貯蔵設備 

〃 

Ｌ．Ｎ．Ｇ気化装置 

Ｌ．Ｎ．Ｇ地下式タ ン ク 

Ｌ．Ｐ．Ｇタンク 

8 

3 

6 

451,111 

337,900 

8,346 

ｍ3N/時 

㎘ 

kl 

 

ＬＮＧ 

ＬＰＧ 

 
 
 

会   社   名 供  給  区  域 需要戸数 備   考 

静 

岡 

ガ 

ス 

株 

式 

会 

社 

東 部 支 社 沼  津  市 42,272※  

 
※2023年12月の使用中戸数 
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（酸  素） 

番号 事  業  所  名 所   在   地  

1 百 一 産 業 ㈱ 沼津市沼北町2丁目15－2 37，263㎥ 

2 ㈲井田ダイビングセンター 沼津市井田浜田348-3 348㎥ 

3 
㈲ は ご ろ も 

は ご ろ も マ リ ン サ ー ビ ス 大 瀬 崎 
沼津市西浦江梨大瀬崎990-2 1，112㎥ 

 
 

 

 

 

 

 

（ガ ス 供 給 施 設） 

番号 名     称 所  在  地 ガスの種類 備 考 

1 日 本 ガ ス 興 業 ㈱ 原 基 地 沼津市原430 液化石油ガス  

2 富 士 ツ バ メ ㈱ 沼 津 支 店 沼津市植田20 〃  

3 
㈱鈴与ガス 

あ ん し ん ネ ッ ト 三 島 
沼津市大岡1 〃  

4 佐藤運輸㈱ 
沼津市根古屋1024-

7 
〃 

H9.5.21場所
移動（移動

式 

5 
㈱ フ ジ ヤ ガ バ ナ ン ス 

沼 津 オ ー ト ガ ス ス タ ン ド 
沼津市大岡1514-1 〃  

 

（危害予防規程の届出が必要なもの）  
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市内ガス事業者一覧表 
 
 
（ 都 市 ガ ス ）  

事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

静 岡 ガ ス ㈱ 東 部 支 社  410 - 0 0 1 2  岡 一 色 809 9 2 7 - 2 8 1 1  
 

 

 

（ エ ル ピ － ガ ス ）     

第 １ ブ ロ ッ ク  

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１   ㈱ ウ シ オ ガ ス  410 - 0 3 1 2   原 260 6 - 2 9  9 6 6 - 1 5 2 8  
 

２   栗 田 商 店  410 - 0 3 1 9   井 出 125 4  9 6 6 - 4 3 6 6  
 

３   サ イ ト ウ プ ロ パ ン  410 - 0 3 0 9   根 古 屋 136- 4 2  9 6 6 - 4 1 0 1  
 

４   ㈲ 杉 山 丑 雄 商 店  410 - 0 3 1 2   原 346  9 6 6 - 0 1 6 1  
 

５  
 富 士 ツ バ メ ㈱  

沼 津 支 店  
410 - 0 3 1 6   植 田 20 9 6 6 - 5 3 2 1  

 

６  
 日 本 ガ ス 興 業 ㈱  

原 基 地  
410 - 0 3 1 2   原 430  9 6 6 - 1 1 0 1  

 

７  

ジ ェ イ エ イ 静 岡  

燃 料 サ ー ビ ス ㈱  

沼 津 営 業 所  

410 - 0 3 1 5  桃 里 林 添 120- 2 9 6 6 - 1 6 6 2  

 

８  ㈱ ハ ロ ー G沼 津 支 店  410 - 0 3 0 9  根 古 屋 155- 1  9 5 5 - 9 7 4 2  

 

 

第 ２ ブ ロ ッ ク  

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１   伊 海 商 店  410 - 0 1 0 3   江 浦 137 - 1  9 3 9 - 0 0 2 2  
 

２  ㈲ 大 谷 油 店  410 - 0 2 4 1   西 浦 古 宇 1079  9 4 2 - 3 0 5 5  
 

３  

４

 塩 川 総 業 ㈱  410 - 0 8 2 2   下 香 貫 塚 田 2263  9 3 1 - 1 3 9 1  
 

４   ㈲ マ キ ヤ 燃 料  410 - 0 1 0 6   志 下 217  9 3 1 - 1 4 5 6  
 

５  
 西 浦 プ ロ パ ン ガ ス

商 会  
410 - 0 2 3 1   西 浦 木 負 767- 1 0  9 4 2 - 2 2 7 5  

 

６   ㈱ 山 崎 商 店  410 - 0 2 2 3   内 浦 三 津 193 9 4 3 - 2 3 1 9  
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第 ３ ブ ロ ッ ク  

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１   ㈲ 市 川 酸 素  410 - 0 8 3 1   市 場 町 16-7  9 3 1 - 0 8 9 3  
 

２  
 ㈱ サ イ サ ン  

 沼 津 営 業 所  
410 - 0 8 2 1   大 平 292 1 - 1  9 3 2 - 2 4 6 4  

 

３   ㈲ 鈴 木 ガ ス 工 業  410 - 0 8 2 2  下 香 貫 宮 脇 337- 9  9 3 1 - 1 9 9 5  
 

４   ㈲ タ ケ ナ カ  410 - 0 8 3 2   御 幸 町 9-27  9 3 1 - 5 1 7 6  
 

５  
富 士 伊 豆 農 業 協 同

組 合  
411 - 0 8 0 3  三 島 市 大 場 491 9 7 9 - 1 0 3 7  

 

 

第 ４ ブ ロ ッ ク  

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１  植 松 燃 料 ㈱  410 - 0 8 6 7   真 砂 町 9-2 9 6 2 - 2 1 7 0  
 

２  真 野 燃 料 ㈱  410 - 0 8 4 8   千 本 西 町 29 9 6 2 - 0 8 3 3  
 

３  
鈴 与 商 事 ㈱  

沼 津 LPGセ ン タ ー  
410 - 0 0 2 2  大 岡 1 9 7 2 - 4 8 0 1  

 

４  
日 本 ガ ス 興 業 ㈱  

沼 津 営 業 所  
410 - 0 0 2 2  大 岡 422  9 6 2 - 3 4 4 5  

 

 

第 ５ ブ ロ ッ ク  

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１  
 ㈱ Ｔ Ｏ Ｋ Ａ Ｉ  

沼 津 支 店  
410 - 0 0 0 3   新 沢 田 町 2-21  9 2 1 - 5 3 9 0  

 

２  ㈱ 百 一 酸 素  410 - 0 0 5 8   沼 北 町 2-15 - 3 3  9 2 1 - 0 1 9 2  

 

３  
静 岡 ガ ス エ ネ ル ギ

ー ㈱ 東 部 支 店  
410 - 0 0 1 2   岡 一 色 808 9 2 7 - 3 7 2 0  

 

４  
 エ ネ ジ ン ㈱  

沼 津 営 業 所  
410 - 0 0 6 2   宮 前 町 10-2  9 2 9 - 8 3 7 7  
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第 ６ ブ ロ ッ ク  

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１  
 レ モ ン ガ ス ㈱  

沼 津 支 店  
410 - 0 0 0 7   西 沢 田 399- 3 9 2 4 - 4 3 5 5  

 

２  
富 士 酸 素 工 業 ㈱  

沼 津 支 店  
410 - 0 0 0 7   西 沢 田 131- 1 9 2 9 - 1 9 1 9  

 

 
 

 

第 ７ ブ ロ ッ ク  
 

 事  業  所  名  郵 便 番 号  住   所  電 話 番 号  摘 要  

１  戸 田 漁 業 協 同 組 合  410 - 3 4 0 2   戸 田 339  0 5 5 8 - 9 4 - 2 0 8 1  

 

２  ㈲ ヘ ダ 設 備 工 業 部  410 - 3 4 0 2  戸 田 108 7 - 2  0 5 5 8 - 9 4 - 2 1 2 0  
 

３  山 崎 商 事 ㈱  410 - 3 4 0 2  戸 田 68- 5 3  0 5 5 8 - 9 4 - 3 3 2 1  
 

４  山 崎 商 店  410 - 3 4 0 2  戸 田 914 - 2  0 5 5 8 - 9 4 - 2 1 3 3  
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沼津市ガス保安対策連絡会議設置要領      制 定 平成28年４月１日 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、静岡県地下道等安全対策推進要綱（昭和５５年静岡県告示第１０２１号）第２

章第７に基づく沼津市ガス保安対策連絡会議（以下「市連絡会議」という。）の構成及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 市連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 平常時におけるガスの安全対策に関すること。 

⑵ 異常時における緊急措置に関すること。 

⑶ その他ガスの保安対策上必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 市連絡会議は、防災行政機関、指定公共機関、ガス事業者等及びガス使用者等の中から別表

に掲げる者（以下「委員」という。）をもって構成する。 

２ 会長は、市長をもって充て、会議を総理する。 

３ 副会長は、危機管理監及び建設部長をもって充て、会長を補佐する。 

（会議） 

第４条 市連絡会議は、会長が招集し、その座長となる。 

２ 特別の事項を審議するために必要があるときは、専門家の参画を求めることができる。 

（委任） 

第５条 前各条に定めるもののほか、市連絡会議の議事その他市連絡会議の運営に関し必要な事項は

会長が別に定める。 

（庶務） 

第６条 市連絡会議の庶務は、危機管理課において行う。 

 

付 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 
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別  表（第３条関係） 
 

区      分 委     員     名 

防災行政機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定公共機関 

 

 

 

 

ガス事業者等 

 

 

ガス使用者等 

 

沼津市長 

沼津市危機管理監 

沼津市建設部長 

沼津市産業振興部長 

沼津市生活環境部長 

沼津市都市計画部長 

沼津市水道部長 

沼津警察署長 

駿東伊豆消防組合の職員のうちから市長が委嘱する者 

 

東京電力パワーグリット株式会社静岡総支社長 

東京電力パワーグリット株式会社伊豆支社長 

西日本電信電話株式会社静岡支店長 

 

 

静岡ガス株式会社東部導管ネットワークセンター長 

一般社団法人静岡県LPガス協会東部支部沼津地区長 

 

市内に居住する者又は勤務する者、都市ガス及びLPガスの使用

者についてそれぞれのうちから１名とする。 

沼津市大型店会会長 

静岡県飲食業生活衛生同業組合沼津支部長 
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ガス爆発事故等防止対策に関する協定書 
（目的） 

第１条 この協定は、沼津市内におけるガス漏れ事故及びガス爆発事故等（以下「ガス漏れ事故

等」という。）の発生に際し、第２条に規定する関係各機関相互の連絡、通報、出動体制及び 

任務分担等について協定し、現場活動の円滑化を図り被害を最小限に止めることを目的とする。 

（協定機関） 

第２条 この協定は、次に掲げる各機関（以下「協定機関」という。）相互間において締結する

ものとする。 

⑴ 沼津市 

⑵ 沼津警察署 

⑶ 駿東伊豆消防本部 

⑷ 静岡ガス株式会社東部支社 

⑸ 社団法人静岡県プロパンガス協会東部支部沼津地区会 

⑹ 東京電力株式会社沼津支店沼津営業所 

⑺ 東京電力株式会社沼津支店三島営業所 

⑻ 東京電力株式会社沼津支店大仁営業所 

（協定の対象とする事故等） 

第３条 この協定の対象とするガス漏れ事故等は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ ガス漏れ事故 

⑵ ガス漏れの疑いの通報のあったもの 

⑶ ガス爆発事故 

⑷ 故意によるガス放出事故 

⑸ その他協定機関の対応を必要とする事故 

（任務分担） 

第４条 ガス漏れ事故等の現場（以下「現場」という。）における協定機関の任務分担は、次の

とおりとする。 

⑴ 火災警戒区域又は消防警戒区域（以下「火災警戒区域等」という。）の設定 

ア．消防機関が行うことを原則とする。 

イ．警察機関は、消防機関の行う火災警戒区域等の設定に協力するものとする。 

⑵ ガス検知活動 

ア．第２条第３号、第４号に掲げる協定機関（以下「ガス事業者等」という。）が行うこと 

を原則とする。 

イ．消防機関は、火災警戒区域の設定に必要なガス検知活動を行うものとする。 

⑶ 交通規制 

警察機関が行うものとする。 

⑷ 避難の指示 

ア．警察機関が行うことを原則とする。 

イ．消防機関は、警察機関の行う避難の指示に協力するものとする。 

⑸ 電気の供給遮断等 

東京電力株式会社沼津支店沼津営業所、三島営業所、大仁営業所（以下「東京電力」とい

う。）が行うものとする。 

⑹ ガスの遮断等 

- 330 -



ア．ガス事業者が遮断等をすることを原則とする。 

イ．消防機関がガス事業者等より先に現場に到着し、ガス事業者等が未到着の場合等で、消防

 機関が爆発等の二次災害の発生を防止するため緊急やむを得ないと認める場合は、消防機

関がガスの遮断装置等の操作を行うことができるものとする。 

⑺ 救助、救出活動 

消防機関及び警察機関が行うことを原則とする。 

⑻ 漏洩ガス、滞留ガスの処理 

ガス事業者等が行うことを原則とする。 

⑼ 現場広報 

協定機関は、それぞれの任務分担に応じた現場広報を行うものとする。 

（通報の取扱い） 

第５条 ガス漏れ事故等を最初に覚知した機関は、通報者から通報者の氏名、事故発生場所、ガ

ス漏れの状況等を聴取し、直ちに関係する協定機関に別表により電話等で通報をするものとする。

ただし、ガス事業者等が覚知した場合で当該ガス漏れ事故等に対して、ガス事業者等が独自で処

理できると判断したときは、通報しないことができる。 

２ ガス漏れ事故等を最初に覚知した機関は、通報者に対して必要に応じ、ガス栓の閉止、着火

源の排除、換気その他二次災害防止のための必要な措置を指示するものとする。 

（出動体制） 

第６条 ガス漏れ事故等を覚知し、又は通報を受けた関係する協定機関は、直ちに出動するもの

とする。 

２ 各協定機関の出動体制は、第４条に定めるそれぞれの任務分担に応じ、この協定に定める現

場の活動が有効、的確かつその責任を完遂できる体制とすること。 

（現場本部の設置） 

第７条 現場に到着した協定機関の現場責任者は、直ちに集合、協議により必要に応じ、現場付

近にガス漏れ事故等現場本部（以下「現場本部」という。）を速やかに設置する。 

２ 現場本部が設置された場合は、消防の現場本部旗等により、その位置を標示するものとする。 

（現場の協議） 

第８条 現場本部は、ガス漏れ事故等に係る災害の防止及び被害の軽減を図るため、次の各号に

掲げる事項を協議し、各協定機関は、任務分担に応じ必要な措置を講ずるものとする。 

⑴ 情報の処理に関すること。 

⑵ 火災警戒区域等の設定及び範囲に関すること。 

⑶ 救助、救出活動に関すること。 

⑷ 交通規制に関すること。 

⑸ 住民等に関する避難の指示の要否及び範囲に関すること。 

⑹ 住民等に対する火気使用制限等の広報に関すること。 

⑺ 電気の供給遮断の要否及び範囲並びに電気遮断区域内の送電可否及び範囲に関すること。 

⑻ ガスの遮断の要否及び範囲に関すること。 

⑼ 漏洩ガス、滞留ガスの処理に関すること。 

⑽ 建物等への進入方法に関すること。 

⑾ その他必要な事項。 

２ 現場本部が設置されていない場合においては、消防の現場最高指揮者を中心に協議して必要

な措置をとるものとする。 

（現場の活動） 
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第９条 協定機関は、次の各号に掲げる事項に留意し、それぞれの現場活動を行うものとする。 

⑴ 火災警戒区域の設定範囲 

火災警戒区域の設定範囲は、原則として次のとおりとする。ただし、必要に応じて設定範

囲を拡大又は縮小するものとする。 

ア．地下街等 

当該地下街等全体及びその地上部分にあっては、ガス漏れ場所から半径１００メートル

を越える範囲 

イ．その他の場所 

ガス漏れ場所から半径１００メートルを越える範囲 

⑵ ガス検知活動 

ア．ガス事業者等及び消防機関はガス検知活動を行う場合は相互に緊密な携帯を保ち、迅速

かつ的確に行うものとする。 

イ．ガス爆発危険区域は、おおむねガス爆発下限界の３分の１以上のガス濃度の区域とし、

当該濃度のガスを検知した場合は、直ちに現場本部に報告し、必要な措置をとるものとす

る。 

⑶ 電気の供給遮断等 

東京電力は、現場本部又は協定機関の指示、要請により現場の電気の供給遮断及び同遮断

区域内で災害発生のおそれがなく送電可能となった区域の送電作業を迅速かつ的確に行うも

のとする。 

⑷ 自家用電気工作物内の電気の遮断 

現場において電気事業法第６６条第２項に定める自家用電気工作物内の電気の遮断を必要

とする場合は、現場本部から当該自家用電気工作物の設置者に、電気の遮断を指示するもの

とする。ただし、設置者からの遮断要請を受けた場合、又は設置者に遮断指示が不能な場合

で緊急に遮断を要する場合は、現場本部又は協定機関の指示、要請により東京電力が遮断の

作業を行うものとする。 

⑸ ガス事業者等によるガスの遮断又は修理等 

ガス事業者等は、事故の内容によりガスの遮断又はガス漏洩箇所の探索及び修理等の必要

な作業を迅速かつ的確に行うものとする。 

⑹ 消防機関によるガスの遮断等 

消防機関が緊急やむを得ずガスの遮断等を行ったときは、現場に到着したガス事業者等に

遮断等の措置の内容を説明し、ガス事業者等は遮断等の状況の再確認をするほか、事後の処

置等を引き継ぐものとする。 

⑺ 情報の収集、処理 

収集された情報の処理は、現場本部において協定機関の現場の責任者で協議し処理するも

のとする。 

⑻ 交通規制及び避難の指示 

ア．警察機関は、現場付近の交通規制を行うとともに、消防機関の協力を得て火災警戒区域

等の区域内にある住民等に対し適切な避難の指示を実施する。 

イ．避難の指示は、ガス事業者等と緊密な連携を保ち、特にガス爆発危険区域内の住民等を

最優先に行うものとする。 

⑼ 救助、救出活動の協力 

消防機関及び警察機関は、緊密な連携のもとに他の協定機関の協力を得て、救助救出活動

を行うものとする。 
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⑽ 漏洩ガス、滞留ガス処理の協力 

現場に出動した協定機関は、緊密な連携を保ちガス事業者等の行う漏洩ガス、滞留ガス排

除活動に協力するものとする。 

（事後の措置等） 

第10条 現場本部又は出動した協定機関の協議により、災害発生のおそれがなくなったと認めた

場合における事後措置は、第４条に定める任務分担の機関が次の各号により行うものとする。 

⑴ 火災警戒区域等の解除 

ア．消防機関は、速やかに火災警戒区域等を解除し、必要な措置を講ずるものとする。 

イ．警察機関は、速やかに交通規制及び避難の指示を解除し、必要な措置を講ずるものとす

る。 

⑵ 電気の再供給 

東京電力は、電気再供給に関する必要な措置を講じたうえで、電気遮断後の供給再開を行

うものとする。 

⑶ ガスの再供給 

ガス事業者等は、ガス使用者等に対する必要事項の周知及び個別点検等二次災害発生の防

止措置を講じたうえでガス遮断後のガス供給再開を行うものとする。 

（共同訓練の実施） 

第11条 協定機関は、本協定の目的を達成するため、必要に応じ共同訓練を実施するものとする。 

（連絡会議） 

第12条 協定機関は、協定事項の円滑な推進を図るため、必要に応じ連絡会議を開くものとする。 

（実施細目） 

第13条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は、それぞれ関係す

る協定機関相互間で協議して定めるものとする。 

（協定書の効力発生） 

第14条 この協定書は、昭和５６年３月１４日から効力を発するものとする。 

（協定書の保管） 

第15条 この協定を証するため、協定書７通を作成し協定機関がそれぞれ署名押印して各１通を

保管する。 

 

昭和５６年３月１４日 
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（別 表） 

ガス漏れ事故等の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡に用いる電話番号表 
 

機   関   の   名   称 

電       話 

加入電話 

緊急電話 専用電話 

沼津市   ９３１－４８０３ 

沼津警察署 １１０  ９５２－０１１０ 

駿東伊豆消防本部 １１９  ９２０－０１１９ 

静岡ガス株式会社 東部支社 ９２７－２８１４  ９２７－２８１１ 

静岡県プロパンガス協会 東部支部沼津地区会 ９２３－１０７０  ９２３－１０７０ 

東京電力株式会社沼津支店 

沼津営業所 
    ９６３－０１７０ 

東京電力株式会社沼津支店 

三島営業所 
  沼津事業所より連絡 

東京電力株式会社沼津支店 

大仁営業所 
  沼津事業所より連絡 

 

 

 消防本部 
 

 

  通報者 
 

 

 関係する協定機関 
 

 

 下部組織 
 

 

 協定機関 
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